
来年の 

「彩の国男声コーラスフェスティバル 2021」に

向けてメッセージ募集！！ 

今年の彩の国男フェスは中止となってしまいとても残念ではありますが、来年の開催に向けて埼玉県合唱連盟

は動き出しています。そこで今年参加申し込みをしてくださった団体の皆さまから来年の男フェスに向けてのメッ

セージが届きましたのでご覧ください！ 

来年は参加したい！という団体の皆さま！  男声合唱を愛する全国の皆さま！ 

同じようにメッセージを募集いたします！                                           

届き次第随時追加して紹介していき、彩の国男フェスを盛り上げていきたいとおもいます。 

メッセージ内容は各団体が自由に考えていただき、文章でお寄せいただいたり、歌っている動画だったり、   

ビデオメッセージだったりと形式も自由といたします。寄せられたメッセージを埼玉県合唱連盟の男フェス専用

Facebookで随時紹介していこうという                                                        

企画です。皆さまからの熱いメッセージ                                                

お待ちしています！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開している男フェス専用 Facebookに追加して紹介していきますので締め切りは設けていません。 

男声合唱を愛する全国の皆さまからの  “ 熱いメッセージ ”  お待ちしております！ 

【提出先】 埼玉県合唱連盟事務局  専用 E-mail ： saiclmail@gmail.com  

      (メール送信の際、データ容量が大きい場合には「firestorage」等オンラインストレージを利用してください。)  

                  埼玉県合唱連盟 LINE ： https://line.me/ti/p/vm4Szwi0V8 

【お問い合わせ】 埼玉県合唱連盟事務局 TEL：048-824-8161（水・金 10時～16時） 

 

◆メッセージ例◆ 

◎来年の男フェスへの意気込み 

◎男声合唱を愛する皆さまへ 

◎団の自己紹介 

◎演奏動画（過去・新規） 等 

 

◆募集メッセージと送信方法◆ 文章と動画両方でも OK！ 

◎文章メッセージ…テキスト 200文字以上（写真・イラスト入り可） 

◎撮影した動画データ…5分程度（長くても可）         
ただし演奏曲を録画する場合には次ページの注意事項をチェ

ックしたうえで作成してください。 

下記の専用メールもしくは LINE宛に送信してください。 

 

 



 

彩の国男声コーラスフェスティバル 2021へ向けて！動画作成の注意事項 

●演奏を Facebookに掲載するためにはいくつか注意点があります。 
 

 大きく分けて［肖像権］に関わることと、［著作権］に関わることの二つです。著作権に関して、

Facebook と日本音楽著作権協会(以下 JASRAC)は許諾契約を結んでいるので、JASRAC に著作権を信託してい

る著作者のものであれば（一定の条件の下で）許可なく Facebook に投稿できます。国外の著作者について

は、大部分が JASRAC に信託しておりません。下記チェックリストにあるバッハのように著作権が切れてお

り、問題が無い場合もあります。著作権については各団体でよく調べて動画を作成してください。 
 
以下、それぞれについてチェックリストを記します。すべての点において問題がないか各自チェックをして

動画をお寄せください。 
※下記の点のみについて注意すれば良いのではなく、肖像や作品を尊重することを心がけてください。 
 

チェックリスト 詳細 
右の四角に「○」か「該当なし」か「×」をつけて確認してください。 

〈肖像権に関して〉（特に、個人の肖像がはっきりわかるような鮮明な画像は要注意です）  

①  動画や静止画に登場する全ての人に趣旨を伝え、Facebookに掲載することの承諾を得ている 

②  出演者が未成年の場合は、その保護者から承諾を得ている。 

 

〈著作権に関して〉 
●曲の著作者について （著作権が切れている曲は除きます。例 バッハ作曲の作品）  

③ 著作者（作詞作曲編曲など）が日本人（国籍）である。 

④ 日本国内で出版販売されている（プライベート出版を除く）。 
※⑤は③④が×の場合のみ 

⑤ 著作権が切れている、あるいは全ての著作者に許可を得ている。  

 

●演奏について  

⑥ 楽譜通り歌っている。途中カットなどの場合は著作者の許可を得ている。  

⑦ 許可なく編曲をしていない。 

 

●映像、写真、録音データについて  

⑧ 映像、写真、録音データは全て自分たちで作っているか、製作業者の許可を得ている。  
（㈱フォンテック／スタッフ・テス㈱から購入した場合、今回の企画利用については県連が許可 

を得ているので確認なく利用できますが、利用する場合には「撮影：（株）フォンテック」 

「写真：スタッフ・テス（株）」と明記して使用する約束をしています）。 

⑨ 一般の音楽ホールでの演奏である。あるいはホール以外の場所での演奏の場合、その施設の許可 

を得ている（背景に著作物がある場合やディズニーランドのように施設そのものが著作物の場合 

は許可を得る必要があります）。 
  

 ※「×」がある場合、メッセージ投稿への参加をお断りすることがあります。 

 
 ※不明なことがありましたら事務局までご相談ください 。 
 


